
ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（変更） 
 

令和７年(2025年)１２月 
下 関 市 

 
 

　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１５条第２項の規定に基づき、実

施方針の策定の見通し（変更）を公表する。 
 

  
特定事業の名称 

 
期　間

 
概　要

 
公共施設等の立地

 
実施方針の策定時期

 
担　当

 下関駅周辺地区市営住

宅等建替事業（１期）

事業契約締結日から 
令和１５年３月末

市営住宅等整備業務 
（設計業務、解体業務、

建設業務、工事監理業務） 

下関市竹崎町三丁目 下関市 HPにて公表
（令和７年１２月末）

建設部住宅政策課 
電話：083-231-1224


